
⼀時的な資⾦の緊急貸付に関するご案内

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等によ
り、生活資金でお悩みの皆さまへ

各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、⽣活費等の必要な
資⾦の貸付け等を⾏う⽣活福祉資⾦貸付制度を実施しております。

本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯
を低所得世帯以外に拡⼤し、休業や失業等により⽣活資⾦でお悩みの⽅々に向
けた、緊急⼩⼝資⾦等の特例貸付を実施します。

実施主体︓社会福祉法⼈ 岡⼭県社会福祉協議会
連 絡 先︓〒700-0807 岡⼭市北区南⽅2丁⽬１３－１ きらめきプラザ内 TEL︓（086）226-3544

申請受付期間 ： 令和2年3月25日（水）～令和2年7月31日（金）

※相談・申請受付時間：午前9時〜午後5時 ※⼟・⽇・祝⽇は除きます。
※上記のうち、倉敷市社協本所（くらしき健康福祉プラザ）は、⽉曜⽇・祝⽇が定休⽇となります。

2020年4月30日現在

●中国労働⾦庫〔緊急⼩⼝資⾦書類請求窓⼝〕（郵送）※緊急⼩⼝資⾦

●お住まいの地域の市町村社会福祉協議会（郵送･窓⼝）※緊急⼩⼝資⾦・総合⽀援資⾦
※申請書類は、下記市町村社会福祉協議会にお問い合わせください。

※申請書類は、中国労働⾦庫HP（https://www.chugoku.rokin.or.jp/）または
電話（中国労働⾦庫 ☎０８２－２３６－８３６２）による請求が可能です。

新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送での申請にご協⼒ください。
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主に休業された⽅向け（緊急⼩⼝資⾦）

■対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、

休業等により収⼊の減少があり、緊急
かつ⼀時的な⽣計維持のための貸付を
必要とする世帯
※ 従来の低所得世帯等に限定した取扱を拡⼤。
※ 新型コロナウイルスの影響で収⼊の減少があれば、

休業状態になくても、対象となります。

■貸付上限額
20万円以内

※ 従来の１０万円以内とする取扱を拡⼤し、下記に該当す
る世帯は、貸付上限額を20万円以内とする。

ア 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等が
いるとき

イ 世帯員に要介護者がいるとき
ウ 世帯員が4⼈以上いるとき
エ 世帯員に新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌策として、

臨時休業した学校等に通う⼦の世話を⾏うことが必要
となった労働者がいるとき

オ 世帯員に⾵邪症状など新型コロナウイルスに感染した
恐れのある⼩学校等に通う⼦の世話を⾏うことが必要
となった労働者がいるとき

カ 上記以外で休業等による収⼊の減少等で⽣活費⽤の貸
付が必要な場合

■据置期間
１年以内

※ 従来の2⽉以内とする取扱を拡⼤。

■償還期限
２年以内

※ 従来の12⽉以内とする取扱を拡⼤。

■貸付利⼦・保証⼈
無利⼦・不要

■申請先
中国労働⾦庫
書類請求（☎082-236-8362）

または
市町村社会福祉協議会
※ 詳しくは表⾯をご確認ください。
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緊急かつ⼀時的に⽣計の維持が困難となった場合に、少額の費⽤の貸付を
⾏います。

主に失業された⽅等向け（総合⽀援資⾦）※

■対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、

収⼊の減少や失業等により⽣活に困窮
し、⽇常⽣活の維持が困難となってい
る世帯
※ 従来の低所得世帯に限定した取扱を拡⼤。
※ 新型コロナウイルスの影響で収⼊の減少があれば、

失業状態になくても、対象となります。

■貸付上限額
・（⼆⼈以上）⽉２０万円以内
・（単⾝） ⽉１５万円以内

貸付期間︓原則３⽉以内

■据置期間
１年以内

※ 従来の６⽉以内とする取扱を拡⼤。

■償還期限
１０年以内

■貸付利⼦・保証⼈
無利⼦・不要

※ 従来、保証⼈ありの場合は無利⼦、
なしの場合は年1.5％とする取扱を緩和。

■申請先
市町村社会福祉協議会

※ 詳しくは表⾯をご確認ください。
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⽣活再建までの間に必要な⽣活費⽤の貸付を⾏います。

※総合支援資金のうち、生活支援費

今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除すること
ができることとしています。償還開始時に相談窓口へお問い合わせください。


